
 

 

令
和
元
年
台
風
十
九
号
が
、
東
日
本
各
地
に
甚
大
な
被
害
を

も
た
ら
し
た
。
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
、
心
か
ら
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
刻
も
早
い
復
旧
・
復
興
を
願
う

ば
か
り
で
あ
る
。
広
島
で
は
、
昨
年
の
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨

に
よ
る
土
砂
崩
れ
や
浸
水
で
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
こ
と
が

記
憶
に
新
し
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
は
失
わ
れ
、
今

で
も
元
の
生
活
に
戻
れ
て
い
な
い
人
々
が
い
る
。
凶
暴
化
す
る

自
然
現
象
へ
の
早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
俟

た
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

災
害
リ
ス
ク
は
、
ハ
ザ
ー
ド
（
危
機
）
の
規
模
だ
け
で
決
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
地
域
の
人
口
の
多
寡
や
建
物
の
数
と

い
っ
た
曝
露
、
お
よ
び
ハ
ザ
ー
ド
に
対
す
る
社
会
の
脆
弱
性
・

る
。
ソ
フ
ト
対
策
は
非
常
に
重
要
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ド
対
策
に
当
た
る
政
府
の
公
共
事

業
関
係
費
（
当
初
予
算
）
は
、
民
主
党
政
権
で
は
約
五
・
八
兆

円→

五
・
〇
兆
円→

四
・
六
兆
円→

五
・
三
兆
円
、
安
倍
政
権

下
の
平
成
二
十
六
〜
三
十
年
度
ま
で
は
約
五
・
四
兆
円
（
特
別

会
計
の
廃
止
に
伴
う
経
理
上
の
変
更
分
〇
・
六
兆
円
を
除
く
）

で
あ
っ
た
。
本
当
に
「
こ
の
国
を
、
守
り
抜
く
。」
意
志
が
あ

る
の
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ピ
ー
ク
時
の
当
初

予
算
は
平
成
九
年
の
約
九
・
七
兆
円
で
あ
っ
た
。 

公
共
事
業
は
、「
バ
ラ
マ
キ
」
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

一
方
で
、
短
期
的
な
経
済
効
果
を
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
し
か
し
、
公
共
事
業
の
本
質
は
、
社
会
・
文
化
の
下

対
応
能
力
の
影
響
も
受
け
る
。
日
本
は
自
然
災
害
大
国
と
言
わ

れ
る
が
、
曝
露
に
関
し
て
最
も
象
徴
的
な
の
が
、
現
在
も
続
く

首
都
圏
へ
の
人
口
集
中
で
あ
ろ
う
。
過
剰
な
人
口
集
中
は
曝
露

の
点
か
ら
リ
ス
ク
を
高
め
、
同
時
に
、
首
都
圏
の
生
産
活
動
が

停
止
し
た
場
合
の
代
替
と
し
て
の
、
ま
た
復
旧
・
復
興
の
た
め

の
、
地
方
の
供
給
力
を
低
下
さ
せ
る
。
首
都
圏
へ
の
流
入
規
制

と
地
方
へ
の
分
散
促
進
が
本
質
的
な
課
題
で
あ
る
は
ず
が
、
そ

う
言
っ
た
方
向
性
の
政
策
議
論
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
い
。 

政
権
は
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」
を
掲
げ
た
民
主
党
か

ら
「
国
土
強
靱
化
」
を
掲
げ
る
自
民
党
に
移
り
、
七
年
が
過
ぎ

よ
う
と
し
て
い
る
。
国
土
強
靱
化
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
「
ソ

フ
ト
対
策
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視
す
る
」
と
書
か
れ
て
い

部
構
造
（
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
）
を
整
備
す
る
こ
と
で

あ
り
、
生
産
性
、
生
活
の
質
、
防
災
・
減
災
能
力
の
向
上
を
も

た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
自
然
災
害
が
な
く
と
も
、
計
画

的
に
増
強
し
続
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
日
本
人
は
「
ム
ダ
」
と
し
て
削
減
を
続
け
て
き
た
。
自

然
災
害
大
国
に
お
い
て
誰
か
を
見
捨
て
る
こ
と
は
、
い
つ
か
自

分
が
見
捨
て
ら
れ
る
立
場
に
な
り
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理

学
療
法
士
は
、
被
災
者
の
廃
用
予
防
や
健
康
維
持
の
た
め
の
支

援
を
通
じ
て
、
減
災
に
も
貢
献
し
得
る
職
業
で
あ
る
。
必
要
な

時
に
、
必
要
な
人
に
理
学
療
法
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
イ
ン

フ
ラ
の
整
備
や
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
五
） 

※「
幹
事
の
つ
ぶ
や
き
」は
広
島
県
理
学
療
法
士
連
盟
の
幹
事

が
、
政
治
に
関
す
る
解
説

、
時
事
批
評

、
エ
ッ
セ
イ

、
書
評
な

ど
を
気
ま
ま
に
お
届
け
す
る
も
の
で
す

。是
非

、感
想
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
（h

iro
sh
im
a
-in

fo
@
p
t-re

n
m
e
i.in

fo

）。
な

お

、本
コ
ラ
ム
は
個
人
の
見
解
で
あ
り

、広
島
県
理
学
療
法
士

連
盟
の
見
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
人
も
」 


